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各機関への依頼事項

１．減災対策協議会関係

・防災タイムラインの検証と修正

・減災に対する次期取り組み方針（今後５年間程度）の取り組みメニュー抽出

・浸水区域における要配慮者利用施設の再確認と避難行動計画策定の取り組み

２．流域治水プロジェクト関係

・防災部門だけでなく都市計画、下水道、農林、建設の各部門との調整による治水

対策にかかわるメニューの抽出（ハード対策、ソフト対策）

今後 2 ～ 3 年、10 年、10 年以上の各期間で実施予定もの

※プロジェクト公表時に各自治体の取組み内容を記載予定

今後、 11 月中を目途に実施する第 2 回中流部会において、とりまとめたいと考えてお

りますので、対応お願いします。
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